
 議案第１１号審査参考資料

第9期 介護保険料（案）
標準月額　

5,850円   

段階
保険料年額

　　　　(円)

0.285 20,000 19,900

0.455 31,900 29,900

0.485 34,000 33,300

0.685 48,000 43,200

0.685 48,000 46,600

0.690 48,400 49,900

第４段階
世帯に課税者がいるもので課税年金
収入額＋合計所得金額が80万円以下 0.825 57,900 4 54,600 10.8%

第５段階
世帯に課税者がいるもので課税年金
収入額＋合計所得金額が80万円超 1.000 70,200 5 66,600 14.3%

第６段階 合計所得金額が80万円以下 1.125 78,900 6 74,500 7.7%

第７段階 合計所得金額が80万円超120万円未満 1.210 84,900 7 79,900 8.2%

第８段階
合計所得金額が120万円以上210万円
未満 1.312 92,100 8 86,500 11.8%

第９段階
合計所得金額が210万円以上320万円
未満 1.512 106,100 9 99,900 5.0%

10
106,500

1.7%

0.2%

0.7%

0.1%

第12段階
合計所得金額が520万円以上620万円
未満 2.180 153,000 0.5%

0.3%

0.1%

第14段階
合計所得金額が720万円以上1,000万
円未満 2.600 182,500 0.5%

第15段階 合計所得金額が1,000万円以上 2.700 189,500 14 173,100 0.8%

※　第1段階～第3段階の網掛部分は、軽減前の金額

※　下線部分は国の基準所得金額の変更に伴う変更箇所

第8期との比較

+ 300円

1

2

3

第8期
構成率

（参考）

第13段階
合計所得金額が620万円以上720万円
未満 2.240 157,200

12

13

1.820 127,700

139,800

166,500

116,500

11

17.2%

10.8%

9.3%

116,500

第11段階
合計所得金額が420万円以上520万円
未満

第10段階
合計所得金額が320万円以上420万円
未満 1.660

所　得　の　区　分
負担
割合

第 9 期
保険料年額

　　　　(円)

第３段階
世帯非課税で課税年金収入額＋合計
所得金額が120万円超

第１段階

・生活保護受給者
・老齢福祉年金受給者で世帯非課税
・世帯非課税で課税年金収入額＋合
計所得金額が80万円以下

第２段階
世帯非課税で課税年金収入額＋合計
所得金額が80万円を超え120万円以下

（500万円以上

700万円未満）

（400万円未満）

（700万円以上）

（400万円以上

500万円未満）


